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第
一
図

　

文
政
二
年
、
鈴
木
某
羽
田
沖
を
開
墾
致
し
、
豊
受
姫
命
稲
荷
祠
を
勧
請
し
、

　

従
来
激
浪
の
為
め
堤
の
腹
部
に
空
穴
を
生
し
ゝ
を
、
此
社
を
設
け
て
以
来
其
憂

　

な
く
な
り
依
り
て　

穴
守
稲
荷
ト
申
、　

明
治
卅
年
頃
、
羽
田
稲
荷
参
り
は
省
線
大

森
駅
よ
り
徒
歩
し
て
海
岸
へ
出
て
、
乗
合
船
か
幾
艘

も
客
持（

待
）を

し
て
居
、
乗
る
か
徒
歩
し
て
羽
田へ
行
き
、
参
拝
后

川
崎
大
師
へ
廻
り
て
く
れ
ば
一日
の
運
動
に
鳥
渡
良
き

程
度
で
あ
り
し
が
、
只
今
は
品
川
駅
前
よ
り
羽
田
行
き
電

車
持（

待
）っ

て
居
て
は
徒
歩
も
出
き
申
さ
ず
、

羽
田
は
伏
見
稲
荷
の
如
く
赤
き
鳥
居
が
建
並
べ

あ
り
し
が
、
近
年
は
次
の
二
図
の
如
く
変
り
申
候
、

又
巡
礼
納
札
の
開
祖
は
六
十
五
代
花
山
天
皇
よ
り
始
ま
り
、

徳
川
時
代
よ
り
明
治
へ
か
け
て
文
人
も
又
米
人
ス
タ
ー
ル
博

士
等
斯
道
の
造
詣
者
て
諸
々
の
社
へ
札
を
張
り

な
し
た
由
、
近
年
は
世
渡
り
せ
わ
し
さ
に
か
札
さ
し
人

も
見
か
け
ぬ
様
に
も
、

　
子
と
も
は
だ
し
親
も
ぶ
ら
つ
く
春
の
日
や

　

多
摩
川
は
山
梨
県
の
笠か

さ
と
り
や
ま

取
山
を
水
源
と
し
、
関
東
平
野

を
東
南
方
向
に
流
れ
東
京
湾
へ
と
注
ぐ
、
全
長
百
三
十
八

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
級
河
川
で
あ
る
。
区
域
の
南
西
部
を

多
摩
川
に
接
す
る
世
田
谷
に
お
い
て
、
人
々
の
生
活
は
多

摩
川
と
深
く
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
育
ま
れ
て
き
た
。

　

江
戸
時
代
初
期
に
は
、
多
摩
川
を
水
源
と
し
て
六
郷
用

水
が
引
か
れ
た
。
六
郷
用
水
は
六
郷
領
（
大
田
区
）
の
灌

漑
用
水
と
し
て
開
発
さ
れ
た
が
、
世
田
谷
で
も
そ
の
余
水

を
利
用
し
て
い
た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
に
な
る
と

玉
川
上
水
が
開
発
さ
れ
、
江
戸
の
人
々
に
飲
料
水
を
供
給

し
た
。
世
田
谷
の
村
々
で
は
、
玉
川
上
水
を
直
接
利
用
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
後
に
玉
川
上
水
か
ら
引
か
れ
た

北
沢
用
水
、
烏
山
用
水
、
品
川
用
水
な
ど
の
分
水
は
世
田

谷
の
耕
地
拡
大
に
寄
与
し
た
。

　

一
方
で
、
暴
れ
川
と
呼
ば
れ
た
多
摩
川
は
氾
濫
を
繰
り

返
し
、
沿
岸
に
住
む
人
々
を
苦
し
め
た
。
江
戸
時
代
の
史

料
を
繙ひ

も
とく

と
、氾
濫
に
よ
っ
て
耕
地
に
被
害
を
受
け
た
村
々

か
ら
の
年
貢
減
免
願
い
や
、
堤
防
工
事
な
ど
の
川か

わ
よ
け
ぶ
し
ん

除
普
請

に
関
す
る
史
料
を
数
多
く
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

川
は
氾
濫
の
た
び
に
流
路
を
大
き
く
変
え
た
た
め
、
時

に
村
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
等
々
力
、
宇
奈
根
、

野
毛
な
ど
左
右
両
岸
に
同
じ
地
名
が
残
る
の
は
そ
の
名
残

で
あ
る
。
分
断
さ
れ
た
村
々
で
は
、
渡
し
船
に
よ
っ
て
対

　
岸
と
行
き
来
し
た
。
街
道
上
の
渡と

か
て
ん

河
点
に
も
渡
し
場
は
設

け
ら
れ
て
お
り
、
区
内
に
は
大
山
街
道
に
二
子
の
渡
し
が

存
在
し
た
。

　

か
つ
て
多
摩
川
は
物
資
輸
送
路
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

流
域
村
々
で
は
年
貢
米
を
江
戸
に
廻
送
す
る
場
合
や
、
遠

隔
地
と
の
商
品
取
引
に
多
摩
川
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
多

摩
川
上
流
域
の
山
間
部
か
ら
は
、
筏い

か
だに

よ
っ
て
大
量
の
材

木
が
江
戸
へ
送
ら
れ
た
。
世
田
谷
の
村
々
で
も
、
材
木
や

筏
に
積
ま
れ
た
炭
や
薪
を
上
流
域
か
ら
入
手
し
て
い
た
。

　

ま
た
多
摩
川
は
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
、
現
在
の
二
子

玉
川
周
辺
に
は
将
軍
も
遊
覧
に
訪
れ
た
。
特
に
鮎
漁
が
有

名
で
、
将
軍
の
御お

な
り成

が
あ
る
時
に
は
地
元
の
漁
師
ら
が
呼

び
寄
せ
ら
れ
、
御
前
で
鮎
漁
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
多
摩
川
流
域
の
村
々
で
は
、
様
々

な
形
で
川
と
か
か
わ
り
、
暮
ら
し
を
営
ん
で
き
た
。
近
代

に
入
っ
て
も
こ
う
し
た
状
況
が
す
ぐ
に
変
わ
る
と
い
う
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
架
橋
に
よ
り
渡
船
場
は
徐
々
に
姿
を

消
し
、
鉄
道
が
普
及
す
る
に
従
っ
て
舟
運
や
筏
流
し
な
ど

物
資
輸
送
路
と
し
て
の
役
割
も
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。

漁
業
の
あ
り
方
も
近
代
的
制
度
が
整
備
さ
れ
姿
を
変
え
て

い
く
一
方
で
、
鮎
漁
を
売
り
に
し
た
料
理
屋
が
沿
岸
に
立

ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
川
辺
は
行
楽
地
の
様
相
を
見
せ
始

め
る
。

多摩川絵巻（甲・乙巻）
（昭和初期）

1



19 18第一章　多摩川の姿　調布玉川惣画図

ら
れ
、「
玉
川
流
域
絵
図
」
も
狛
江
市
や
立
川
市
な
ど
の
旧

家
で
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
村
境
論
争
で
作
成
さ

れ
た
裁
許
絵
図
も
、
論
争
に
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
村
が
控

え
と
し
て
所
持
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
複
数
の

家
で
確
認
で
き
る
こ
と
が
多
い
。

調布玉川惣画図（巻子）
弘化 2 年（1845）
相
あいざわともぬし

沢伴主著　長
は せ が わ せ っ て い

谷川雪堤画

　多摩川の源流から河口までを描いた全長 13 メートルに及ぶ絵巻。流域村
落の名所、神社仏閣、宿場などに加え、川面には渡し船や帆掛け船、筏流し、
羽田沖には多くの船の姿も見られる。弘化 2 年（1845）、多摩郡関戸村（多摩市）
の名主・相沢伴主により上梓された。絵を担当したのは長谷川雪旦の子・雪堤。

小
菅
川
之
末

甲
斐
国
都
留
郡
小
菅
村
之
地

此
朶
山
之
峯
之
正
中
武
甲
之
境

武
蔵
国
多
摩
郡
川
野
村
ノ
地

玉
川
水
源

此
峯
之
正
中
丹
波
川
之
岸
ニ
至
迄

武
甲
之
境

玉
川

鴨
沢
村

小
袖
川
武
甲
之
境

武
州

甲
州

甲
州

武
州

留
浦
村

武
州

甲
州

丹
波
川

玉
川

従
是
下
一
ニ
玉
川
ト
云

川
野
村

多
摩
川
の
姿

　

多
摩
川
を
描
い
た
絵
図
に
は
、
治
水
に
関
す
る
図
や
地

誌
的
な
図
、
流
路
変
更
に
よ
る
村
境
論
争
に
伴
っ
て
作
成

さ
れ
た
図
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
作
成
目
的
や
主
題
が

異
な
る
た
め
、
描
か
れ
る
多
摩
川
の
姿
も
様
々
で
あ
る
。

　
「
調ち

ょ
う
ふ
た
ま
が
わ
そ
う
え
ず

布
玉
川
惣
画
図
」［
No
２
］
は
、多
摩
郡
関
戸
村
（
多

摩
市
）
の
名
主
・
相あ

い
ざ
わ
と
も
ぬ
し

沢
伴
主
が
多
摩
川
の
水
源
探
索
を
思

い
立
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
絵
図

は
、
伴
主
に
よ
る
沿
岸
部
の
実
踏
に
基
づ
き
、
源
流
か
ら

河
口
部
ま
で
を
描
い
た
も
の
で
、
流
域
の
名
所
旧
跡
や
渡

船
場
と
い
っ
た
地
誌
的
な
情
報
が
織
り
込
ま
れ
る
。
伴
主

は
、
地
元
の
名
主
へ
の
聞
き
取
り
な
ど
を
元
に
、
多
摩
川

の
水
源
は
甲
斐
と
武
蔵
の
国
境
近
く
の
山
間
部
に
あ
る
と

考
え
た
。
こ
れ
は
現
在
水
源
と
さ
れ
て
い
る
笠
取
山
と
は

異
な
る
。

　

明
治
初
期
の
「
玉た

ま
が
わ
り
ゅ
う
い
き
え
ず

川
流
域
絵
図
」［
No
３
］
も
源
流
か
ら

河
口
部
ま
で
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
主
題
と
な
っ
て
い
る

の
は
堤
防
や
村
境
、
用
水
の
取
水
口
で
あ
る
。
表
現
方
法

も
絵
画
的
と
い
う
よ
り
は
、
い
わ
ゆ
る
近
世
の
村
絵
図
の

そ
れ
に
近
い
。
な
お
、
水
源
に
つ
い
て
は
「
調
布
玉
川
惣

画
図
」
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
河
川
を
描
い
た
絵
図
は
、
流
域
に
同
じ
も
の

が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。「
調
布
玉
川
惣
画
図
」

は
伴
主
と
交
流
の
あ
っ
た
各
地
の
村
役
人
層
の
家
に
伝
え

大
菩
薩
嶺

黒
川

丹
波
川

丹
波
村

小
菅
村

小
菅
村
之
内

小
名
余
沢

巌
松
斎
長
谷
川
雪
堤
画

小
菅
川

水源～玉川合流地点

2

【参考】
笠取山の多摩川水源（水干）
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中
持
ニ
御
座
候
、」
と
あ
り
、
江
戸
時
代
か
ら
作
場
渡
し
の

存
在
が
確
認
で
き
る
。
一
方
『
川
崎
市
史
』
で
は
「
宮
内

の
渡
し
」（
別
名
等
々
力
の
渡
し
）
を
大
正
初
年
に
で
き
た

宮
内
と
等
々
力
を
結
ぶ
渡
し
と
し
て
紹
介
す
る
。
江
戸
時

代
の
渡
し
と
大
正
以
降
の
渡
し
と
の
関
係
性
は
は
っ
き
り

し
な
い
。

幕
末
か
ら
近
代
の
渡
船
場

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
日
米
修
好
通
商
条
約
の
締
結

に
伴
い
、
外
国
人
が
自
由
に
出
歩
く
こ
と
が
で
き
る
範
囲

（
外
国
人
遊
歩
区
域
）
が
設
定
さ
れ
た
。
し
か
し
外
国
人
の

殺
傷
事
件
が
相
次
い
だ
た
め
、
幕
府
は
外
国
人
保
護
や
浪

人
の
取
り
締
ま
り
を
目
的
と
し
て
、
安
政
七
年
二
月
、
多

摩
川
・
相
模
川
・
鶴
見
川
沿
岸
の
渡
船
場
に
見
張
番
屋
を

設
置
し
た
。
番
屋
の
設
置
対
象
に
は
作
場
渡
し
も
含
ま
れ
、

区
内
で
は
、
等
々
力
の
渡
し
、
下
野
毛
の
渡
し
、
二
子
の

渡
し
、
宇
奈
根
の
渡
し
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
番
屋
に
は

毎
日
交
代
で
幕
府
役
人
や
村
役
人
、
村
民
ら
が
詰
め
、
非

常
の
際
に
は
周
辺
村
々
が
駆
け
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

近
代
以
降
も
渡
船
は
盛
ん
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
架

橋
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
。
区
内
で
は

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）、
二
子
の
渡
し
に
二
子
橋
が
架

け
ら
れ
る
と
、
近
隣
の
渡
船
場
か
ら
も
人
が
流
れ
て
く
る

よ
う
に
な
っ
た
。
多
摩
川
最
後
の
渡
船
場
で
あ
る
菅す

げ

の
渡

し
（
川
崎
市
と
調
布
市
を
結
ぶ
）
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
昭

和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『江戸名所図会』登戸渡
天保年間（1830 ～ 1843）

　登戸の渡しを描いた場面。女性が高台から川の方向を眺め
ている。川には橋が架けられ、橋のたもとには船が繋留され
ていることから、冬季の様子を描いたものと考えられる。対
岸には高札らしきものが建てられているが、渡船賃が書かれ
ているのだろうか。

多
摩
川
の
渡
船
場

区
内
と
近
隣
の
渡
船
場　

　

多
摩
川
に
は
、
上
流
か
ら
下
流
ま
で
合
わ
せ
る
と

四
十
ヵ
所
近
い
渡
船
場
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
中
で
も
有

名
な
の
は
、
東
海
道
に
設
け
ら
れ
た
六
郷
の
渡
し
で
あ
ろ

う
。
六
郷
の
渡
し
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
架
橋
さ
れ

て
い
た
が
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
流
失
し
て
以
降

渡
船
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
多
く
の
渡
船
場
に
お
い
て
も
、

江
戸
時
代
に
は
恒
常
的
な
架
橋
は
さ
れ
ず
、
冬
季
の
み
仮

橋
を
設
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
架
橋
さ
れ
な
か
っ
た
理
由

は
、
軍
事
上
の
理
由
と
も
架
橋
技
術
が
未
発
達
だ
っ
た
た

め
と
も
言
わ
れ
る
。

　

渡
船
場
は
、
六
郷
の
よ
う
に
街
道
上
に
設
け
ら
れ
た
も

の
も
あ
れ
ば
、
村
民
が
対
岸
に
あ
る
農
地
の
耕
作
に
通
う

た
め
に
設
け
た
「
作さ

く
ば
わ
た

場
渡
し
」
と
呼
ば
れ
る
小
規
模
な
も

の
も
あ
っ
た
。

　

世
田
谷
区
内
で
は
、大
山
街
道
上
に
二
子
の
渡
し
が
あ
っ

た
他
、
作
場
渡
し
と
し
て
、
堰
の
渡
し
、
宇
奈
根
の
渡
し
、

諏
訪
の
渡
し
、
下
野
毛
の
渡
し
、
等
々
力
の
渡
し
な
ど
が

存
在
し
た
。
ま
た
、
近
隣
に
は
津つ

く

い
久
井
往
還
上
の
登
戸
の

渡
し
、
中
原
街
道
上
の
丸
子
の
渡
し
な
ど
が
あ
り
、
世
田

谷
の
村
人
も
利
用
し
て
い
た
。

　

作
場
渡
し
の
存
続
期
間
や
運
営
状
況
な
ど
詳
細
に
つ
い

て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
等
々
力
村
に

あ
っ
た
渡
し
場
に
つ
い
て
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

の
同
村
の
村
鑑
に
、「
一
、
渡
舟　

新
川
向
作
舟
壱
艘
、
村

『江戸名所図会』六
ろくごうわたしば

郷渡場
斎藤幸雄著・長谷川雪旦画
天保年間（1830 ～ 1843）

　東海道の品川宿から川崎宿に向かう途中に設けられた渡し場。遠景に
川崎宿が見え、手前の河原には葭

よ し ず

簀張りの茶屋が立ち並ぶ。河原には笠
を振って船に呼びかけている旅人の姿もある。

　
　
　

覚

一
、
米
五
升

右
之
通
り
渡
船
場
仕
切
米

慥
ニ
受
取
申
候
、
以
上
、

　

丑
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
宿
河
原
村　

久
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

久
右
衛
門
㊞

　
　
浦（

鎌
）田

村

　
　
　

御
名
主
中
様

登戸の渡しの利用料を受け取りました
「渡船場仕切米受取状」

丑 12 月 19 日（江戸後期）

　宿
しゅくがわら

河原村（川崎市多摩区）の久兵衛、久右衛門が渡船
場の仕切米として米 5 升を受け取ったという内容の領収
書。『新編武蔵風土記稿』の宿河原村の項には、当時、村
内旧家の久兵衛、久右衛門の 2 人が登戸の渡しを請け負っ
ていたと記されている。鎌田村が支払った「渡船場仕切
米」もおそらくは登戸の渡し場の利用料であっただろう。

7

7

8
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う
。
年
貢
米
輸
送
に
多
摩
川
の
舟
運
を
使
っ
て
い
た
村
は

七
十
ヵ
村
以
上
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
世
田
谷
近
辺
で
は
、

彦
根
藩
世
田
谷
領
の
内
十
一
ヵ
村
が
多
摩
川
を
使
っ
て
年

貢
米
を
津
出
し
し
て
い
た
（
六
十
四
頁
図
参
照
）。
こ
れ
ら

の
村
で
は
、
二
子
の
渡
し
が
あ
っ
た
瀬
田
村
の
河
岸
を
利

用
し
、
彦
根
藩
の
八
丁
堀
蔵く

ら
や
し
き

屋
敷
に
年
貢
米
を
納
め
て
い

た
。

　

多
摩
川
舟
運
を
利
用
し
た
年
貢
米
輸
送
を
独
占
的
に
請

け
負
っ
て
い
た
の
が
、羽
田
浦
（
大
田
区
）
の
船
持
で
あ
る
。

世
田
谷
領
の
村
々
で
も
羽
田
浦
の
船
持
に
津
出
し
を
依
頼

し
て
い
た
。
津
出
し
さ
れ
た
年
貢
米
は
、
河
川
運
行
に
適

し
た
船
底
の
浅
い
川
船
に
積
ま
れ
、
多
摩
川
の
河
口
部
ま

で
川
下
げ
さ
れ
る
。
そ
こ
で
川
船
か
ら
海
上
輸
送
用
の
大

型
船
へ
と
積
み
替
え
ら
れ
、
江
戸
ま
で
廻
送
さ
れ
た
。

門

1 2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

溜

矢
場

堀

御
船
入

畑

畑

畑

畑 畑

畑

畑

畑 畑

門

1 3～　　　
4
5
6 7
8
9

御米蔵

13
14
15

会所・御搗屋
御薪置場
御長屋
御薪蔵
御長屋
元締蔵
御作事会所

～　　　

・　　　

【参考】築地八町堀日本橋南絵図（部分）
国立国会図書館蔵

　各藩が年貢米や物資保管を目的として設けた倉庫兼邸宅のことを蔵屋敷と
呼ぶ。彦根藩の蔵屋敷は江戸八丁堀にあった。八丁堀には水路が張り巡らさ
れており、舟運の利用に便利だった。

八丁堀蔵屋敷
（西川幸治「彦根藩江戸屋敷について - 千駄ヶ谷屋敷・八
丁堀屋敷 -」所収図をトレースの上、加工）

　屋敷内には畑が広がり、敷地南端に船入堀が
設けられている。船入は八丁堀周辺をめぐる水
路につながり、江戸湾へと到達する。多摩川を
下った年貢米はこの船入堀から蔵屋敷へと荷揚
げされ、船入近くに設けられた米蔵に納められ
たのである。

和泉村の年貢米輸送を請け負います
【参考】「御年貢米船積請負証文之事」

明和元年（1764）11 月
個人蔵／狛江市教育委員会データ提供

　羽田浦の勘左衛門ほか 1 名が、彦根藩世田谷領の内の 1 村である和
泉村（狛江市）の年貢米輸送を請け負った際の証文。勘左衛門は、瀬
田村の河岸で米を船積みし、八丁堀の蔵屋敷まで積み送るとしている。
また、船賃は米 1 俵につき川船・海船とも合わせて 1 升 1 合であるこ
とや、年貢米が濡れてしまった場合の規定などが明記されている。世
田谷領の年貢米輸送に関する規定がわかる貴重な史料。

彦
根
藩
蔵
屋
敷

年
貢
米
と
舟
運

多
摩
川
の
水
運　

鉄
道
が
普
及
す
る
以
前
、
荷
物
の
運
送
手
段
と
し
て
盛

ん
に
利
用
さ
れ
た
の
が
水
運
だ
っ
た
。
牛
馬
を
利
用
し
た

陸
上
輸
送
に
比
べ
大
量
輸
送
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

水
運
に
は
、
年
貢
米
や
諸
物
資
を
船
で
輸
送
す
る
舟
運
と
、

木
材
を
筏
に
組
ん
で
輸
送
す
る
筏い

か
だ
な
が流

し
が
あ
っ
た
。
多
摩

川
で
も
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
多
く
の

船
が
荷
物
を
載
せ
て
行
き
交
い
、
筏
流
し
が
行
わ
れ
て
い

た
。
多
摩
川
は
、
流
域
の
村
々
の
産
物
を
江
戸
へ
運
び
、

江
戸
や
遠
隔
地
の
物
資
を
村
々
へ
も
た
ら
す
物
資
輸
送
路

と
な
っ
て
い
た
。

　

本
章
で
は
最
初
に
舟
運
に
つ
い
て
紹
介
し
、
続
い
て
筏

流
し
を
取
り
上
げ
る
。
も
っ
と
も
利
根
川
や
荒
川
な
ど
の

河
川
と
比
較
す
る
と
多
摩
川
の
舟
運
は
規
模
が
小
さ
か
っ

た
と
さ
れ
る
。そ
の
原
因
と
し
て
、川
が
急
流
で
あ
る
こ
と
、

水
量
が
少
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

年
貢
米
輸
送

　

流
域
の
村
々
か
ら
江
戸
へ
運
ば
れ
た
物
資
の
大
部
分
を

占
め
た
の
が
年
貢
米
で
あ
る
。
村
で
は
年
貢
米
上
納
の
時

期
に
な
る
と
、
最
寄
り
の
河か

し岸
ま
で
米
俵
を
運
び
、
幕
府

領
の
年
貢
米
は
浅
草
の
米
蔵
に
、
大
名
領
や
旗
本
領
な
ど

は
江
戸
の
屋
敷
へ
と
廻
送
し
た
。
こ
れ
を
津つ

だ出
し
と
い

落合

片平
府中新宿是政

押立
下染谷

上石原
下石原

上布田
下布田

国領
金子

和泉

菅
上鉄

岩戸

中野島
五反田

登戸

長尾

上作延

下作延

宿河原

宇奈根堰

大蔵
鎌田

岡本
瀬田

久地
溝口梶ヶ谷

末長 久本 二子 野良田
上野毛

下野毛

尾山

諏訪河原
新城 北見方
上小田中

宮内

木月 小杉
上沼部

下沼部上丸子

上平間
嶺 市野倉

堤方
徳持

久ヶ原鵜ノ木
下丸子

矢口
古市場

川崎宿

大師河原

原 道塚古川高畑
町屋

雑色
八幡塚

萩中
羽田

稲荷新田

鈴木新田

彦
根
藩
領
十
一
ヵ
村

年貢米津出し村
　（『大田区史』中巻、731 頁掲載図をトレースの上、加筆）　

※本頁は角和裕子「多摩川沿岸の村々と江戸」『みる・よむ・あるく　東京の歴史 6』( 吉川弘文館、2019 年）の一部を再構成したものである。
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水
神
講

　

御
用
漁
師
仲
間
規
定
に
よ
る
と
、
漁
師
株
を
譲
渡
す
る

際
は
世
話
役
に
届
け
た
上
で
、
毎
年
正
月
に
行
わ
れ
る
水

神
講
の
場
で
一
同
に
披
露
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

（『
大
田
区
史
資
料
編　

北
川
家
文
書
一
』）。
漁
業
は
自
然

条
件
に
左
右
さ
れ
や
す
い
生
業
で
あ
る
た
め
、
豊
漁
や
安

全
を
祈
願
し
て
漁
師
た
ち
は
水
神
講
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

等
々
力
村
の
史
料
に
は
、
正
月
の
ほ
か
六
、七
月
な
ど
に

村
内
や
下
野
毛
村
、
宮
内
村
、
諏
訪
河
原
村
の
漁
師
宅
に

集
ま
っ
て
水
神
講
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
天
保
元
年
正
月
十
八
日
に
は
「
昼
ゟ
諏
訪
川
原

六
左
衛
門
殿
江
水
神
講
ニ
行
、
村
方
猟
師
不
残
行
、
外
村

不
参
数
多
、
下
沼
部
鍋
屋
権
兵
衛
殿
講
ぬ
け
、
同
所
元
〆

金
五
郎
殿
講
入
替
り
、」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
諏
訪
河

原
村
の
六
左
衛
門
の
と
こ
ろ
で
水
神
講
が
開
催
さ
れ
、等
々

力
村
の
漁
師
全
員
が
出
席
し
た
が
不
参
加
の
村
も
多
か
っ

た
と
い
う
。
諏
訪
河
原
村
六
左
衛
門
は
、
御
用
漁
師
組
合

の
惣
代
と
し
て
名
を
連
ね
る
六
左
衛
門
の
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
時
、
下
沼
部
村
で
は
権
兵
衛
か
ら
金
五
郎
へ
と
漁
師

株
の
譲
渡
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

一
札
之
事

一
、
玉
川
通
御
留
場
之
内
、
御
用
猟
師
之
義
、
私
義

　
　

仕
度
御
願
申
上
候
処
、
猟
師
世
話
人
江
御
談
し
被
下
、

　
　

格
別
之
思
召
ニ
而
猟
師
仲
ヶ
間
江
御
組
入
被
下
忝

　
　

奉
存
候
、
然
上
ハ　

御
用
之
節
ハ
何
時
成
共
罷
出
、

　
　

急
度
相
勤
可
申
候
、
且
又
村
御
役
人
衆
幷
世
話
役
人

　
　

よ
り
申
付
候
義
、
少
も
相
背
申
間
鋪
候
、
勿
論

　
　

御
百
姓
之
義
ニ
付
農
業
出
情
仕
、
農
業
手
透
時

　
　

節
悪
水
尻
枝
川
ニ
而
網
藝

（
稽
）古

打
仕
可
申
候
、
若

　
　

後
々
農
業
等
疎
ニ
致
し
、
魚
猟
ヲ
渡
世
ニ
致
し
候
歟
、

　
　

又
ハ
村
役
人
世
話
役
人
ゟ
申
聞
候
儀
も
不
相
用
候
儀
等

　
　

有
之
候
ハ
ヽ
、
右
猟
師
役
御
取
上
ヶ
被
成
候
共
思
召
次
第
ニ
仕
り
、

　
　

其
節
違
義
申
間
敷
候
、
為
後
日
一
札
入
置
申
候
処
仍
如
件
、

　
　
　
　

文
化
十
五
寅
年
正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎌
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
蔵
㊞

　
　
　
　

村
御
役
所

御
用
漁
師
と
御
留
川

御
用
漁
師

　

江
戸
時
代
の
多
摩
川
の
漁
業
は
、
多
く
は
川
辺
に
住
む

百
姓
ら
の
農
間
余
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
多
摩
川
で

は
マ
ル
タ
や
ウ
ナ
ギ
、
ウ
グ
イ
な
ど
様
々
な
魚
が
獲
れ
た

が
、
特
に
鮎
が
有
名
だ
っ
た
。
多
摩
川
の
鮎
は
将
軍
へ
の

献
上
品
に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
鮎
上
納
御
用
を
請
け
負

う
者
（
御
用
漁
師
）
が
、
特
権
的
に
多
摩
川
で
の
漁
猟
を

行
う
こ
と
が
で
き
た
。
御
用
漁
師
は
流
域
ご
と
に
組
合
を

作
っ
て
お
り
、
世
田
谷
の
村
々
は
現
在
の
川
崎
市
域
や
大

田
区
域
の
村
々
と
共
に
十
数
ヵ
村
か
ら
成
る
組
合
を
構
成

し
て
い
た
。

　

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
と
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

の
御
用
漁
師
組
合
の
構
成
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も

十
一
ヵ
村
か
ら
な
っ
て
お
り
、
区
域
の
村
と
し
て
は
等
々

力
村
、
下
野
毛
村
、
瀬
田
村
、
鎌
田
村
、
大
蔵
村
、
宇
奈

根
村
が
含
ま
れ
て
い
た
。
三
十
年
の
間
で
村
ご
と
の
漁
師

人
数
や
構
成
員
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は

四
十
六
人
と
い
う
枠
組
み
に
変
更
は
な
か
っ
た
。
漁
師
惣

代
（
世
話
役
）
と
し
て
十
一
ヵ
村
を
取
り
ま
と
め
て
い
た

の
が
瀬
田
村
清
助
、
久
地
村
伊
左
衛
門
、
諏
訪
河
原
村
六

左
衛
門
で
あ
る
。
な
お
、
瀬
田
村
清
助
の
子
孫
、
柳
田
清

吉
は
の
ち
に
多
摩
川
河
畔
に
料
理
旅
館
柳
屋
（
五
十
三
頁

参
照
）
を
開
業
し
た
。

村名 天保六年 慶応三年 村名 天保六年 慶応三年

宇奈根村
（２）

増五郎 ×

諏訪河原村
（８）

藤蔵 〇
喜太郎 × 又左衛門 〇
× 吉五郎 安左衛門 〇
× 宇右衛門 平十郎 〇

久地村
（３）

伊之助 〇 七左衛門 〇
勘兵衛 〇 伝次郎 〇
伊左衛門（惣代） 〇 丈助 〇

大蔵村
（２）

松五郎 〇 六左衛門（惣代） 〇
金太郎 ×

宮内村
（３）

佐次右衛門 〇
× 兵五郎 長次郎 〇

鎌田村
（２→１）

留五郎 〇 庄左衛門 〇
政五郎 ×

小杉村
（４）

吉右衛門 〇

瀬田村
（３）

豊吉 〇 五左衛門 〇
清助（惣代） 〇 佐七 〇
松五郎 × 市郎右衛門 ×
× 重郎右衛門 × 茂兵衛

下野毛村
（５→６）

源太郎 〇

上丸子村
（６→７）

清五郎 〇
三次郎 〇 与市 〇
綱五郎 〇 三郎左衛門 〇
仙之助 〇 伝右衛門 〇
岩次郎 × 喜右衛門 〇
× 吉五郎 亀五郎 ×
× 亀次郎 × 権八

等々力村
（５→３）

喜左衛門 〇 × 丹波
四郎兵衛 〇

下沼部村
（３→４）

八左衛門 〇
半左衛門 × 弥三郎 〇
甚五右衛門 × 庄右衛門 〇
熊次郎 × × 紋兵衛
× 太郎右衛門

御用漁師組合構成

【出典】『大田区史資料編　北川家文書一』より作成。
　　※１×印は名前がその年に名前が見られないことを示し、〇は天保６年と同名の人物が見られるこ
　　　　とを示す。
　　※２（）内は村内の漁師人数を示す。	

御用漁師仲間へ加入します
「玉川通御留場御用猟師仲間組入許可
につき請書」
文化 15 年（1818）正月

　鎌田村の忠蔵が御用漁師仲間への加入を許され
た際に村へ提出した一札。漁業御用がある時は必
ず出勤すると述べている。また百姓として普段は
農業に精を出し、農業が手すきの時に網漁の練習
をすること、もし農業をおろそかにし、漁業専業
になるようなことがあれば、漁師役を取り上げら
れても文句は言わないと約束していることが注目
される。
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